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貝
塚
病
院
正
職
員

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
理
学
療
法
士　

若
干
名

対
象　

昭
和
59
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
、
理
学

療
法
士
免
許
が
あ
る
か
た
、

ま
た
は
今
春
取
得
見
込
み

の
か
た

②
作
業
療
法
士　

若
干
名

対
象　

昭
和
54
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
、
作
業
療
法

士
免
許
が
あ
る
か
た
、
ま
た

は
今
春
取
得
見
込
み
の
か
た

③
看
護
師　

若
干
名

対
象　

昭
和
59
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
、
看
護
師
免

許
が
あ
る
か
た
、
ま
た
は
今

春
取
得
見
込
み
の
か
た

●
い
ず
れ
も

申
込
期
間　

１
月
14
日(
火)

～
31
日(

金)
※

土
曜
は
午
前
の
み
。
日
曜

を
除
く

１
次
試
験
日　

①
②：

２
月

８
日(

土)

③：

２
月
15
日

 

日
曜
法
律
無
料
相
談

日
時　

１
月
26
日(

日)

午

前
10
時
～
午
後
１
時

予
約　

１
月
14
日(

火)

午

前
８
時
45
分
か
ら
電
話
で

場
所
・
予
約
・
問
合
せ
先

市
民
相
談
室(

貝
塚
市
役

所
１
階)

☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
０
８
５

 　

税
理
士
無
料
相
談
会

　

２
月
第
１
週
～
３
月
第
３

週
の
相
談
は
お
休
み
し
ま
す
。

日
時　

１
月
17
日(

金)

午
後

１
時
～
４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝
塚

市
役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税

理
士
会
岸
和
田
支
部
☎
０
７

２
・
４
３
６
・
０
５
６
７

　

行
政
書
士
の
相
続

　

遺
言
無
料
相
談
会

　

相
談
時
間
は
一
人
30
分
で

予
約
制
で
す
。

日
時　

１
月
28
日(

火)

午
後

１
時
～
４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝
塚

市
役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府

行
政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０

７
２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

日曜特設一般相談は毎月第１・３日曜に予約制で実施しています。【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

★土･日･祝日は休み。相談は無料です

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前９時～午後５時
午前９時～午後４時

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分

☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談室

市民相談室

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

保健･福祉
合同庁舎

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

午前９時～午後５時総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

結婚相談

進路選択支援相談

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085
子ども福祉課

☎433-7021

☎433-7022

社会福祉協議会

☎439-0294

<市代表番号  ☎072－423－2151>

◎いずれも要予約
①看護(月～金曜)②薬事(水
曜)③栄養(金曜)
※①～③の相談時間は午前
９時～11時
④医療福祉(月～金曜、午前
９時～午後４時)
⑤女性専門(火･水･金曜、
午後１時～４時)

午前９時～午後５時

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

午前９時～午後５時
人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市役所１階相談室
第4水曜：貝塚市役所人権政策課

第１～４木曜午後１時～４
時30分(要予約。相談
日の２週間前から受付。
１月２日は休み)

☎433-7086

ハート交流館　☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

第１・３・４木曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜午前９時
15分～午後４時45分
☎0120-222-674

教育相談
教育相談室

☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

☎433-7160

人権政策課

☎433-7160

人権政策課

１月９日・16日
の相談予約
のみ３週間前
から受付

　

20
歳
を
迎
え
る

　

か
た
へ

　

国
民
年
金
制
度
は
、
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
か
た
が

加
入
し
、
納
め
て
い
た
だ
い

た
保
険
料
か
ら
年
金
が
支
給

さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お

り
、
「
世
代
と
世
代
の
支
え

合
い
」
で
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。

　

ケ
ガ
や
病
気
な
ど
で
障
害

が
残
っ
た
と
き
に
は
障
害
年

金
、
配
偶
者
や
子
を
残
し
て

亡
く
な
っ
た
と
き
は
遺
族
年

金
が
支
給
さ
れ
、
加
入
者
や

遺
族
の
生
活
を
支
え
ま
す
。

　

も
し
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
と
き
は
、
免
除
・
猶
予
の

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務

所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１

１
２
２
、
国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４ 

　　

源
泉
徴
収
票
を
送
付

　

老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い

る
か
た
に
「
令
和
元
年
分
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

を
１
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。
確
定
申
告
の
際
に
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
届
か
な
い
場
合
や

紛
失
し
た
時
は
、
年
金
証
書

と
印
鑑
を
持
っ
て
年
金
事
務

所
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務

所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１

１
２
２
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
・
05
・
１
１

６
５

　

国
民
年
金
保
険
料
の

　

口
座
振
替
前
納
申
込
は

　

２
月
末
ま
で

　

保
険
料
の
納
付
を
口
座
振
替

に
す
る
と
、
金
融
機
関
な
ど
に

行
く
手
間
が
省
け
納
め
忘
れ
も

な
く
、
と
て
も
便
利
で
す
。
ま

た
、
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払

い(

前
納)

す
る
と
割
引
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

令
和
２
年
度
分
６
カ
月
前
納

(

４
月
～
９
月
分)

、
１
年
前
納
、

２
年
前
納
の
口
座
振
替
の
申
込

期
限
は
、
２
月
末
で
す
。
す
で

に
口
座
振
替
で
前
納
さ
れ
て
い

る
か
た
は
、
再
度
申
込
み
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
１
年
前
納
か
ら
２
年

前
納
へ
の
変
更
な
ど
、
振
替
方

法
を
変
更
す
る
場
合
は
、
申
出

い
た
だ
く
だ
け
で
変
更
が
可
能

で
す
。

申
込　

金
融
機
関
ま
た
は
年
金

事
務
所

持
物　

納
付
書
ま
た
は
年
金
手

帳
・
通
帳
・
金
融
機
関
届
出
印

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
年
金

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・

１
１
２
２

　
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん

摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
療

養
費
受
領
委
任
開
始
に
よ

る
窓
口
申
請

　

令
和
元
年
９
月
施
術
か
ら
、

は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
療
養
費
は
原

則
、
受
領
委
任
制
度
に
参
加
さ

れ
た
施
術
所
の
み
、
患
者
の
窓

口
負
担
は
一
部
負
担
金(

２

(

土)

２
次
試
験
日　

２
月
22
日(

土)

１
次
試
験
内
容　

①
②：

筆

記・

口
頭
試
問
③：

口
頭
試
問

２
次
試
験
内
容　

個
人
面
接

採
用
時
期　

４
月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

　

貝
塚
病
院

　

会
計
年
度
任
用
職
員

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
臨
床
検
査
技
師　

１
人

　

臨
床
検
査
技
師
免
許
が
あ
り
、

医
療
機
関
で
の
実
務
経
験
が
２

年
を
超
え
る
か
た

◆
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

（
Ｍ
Ｓ
Ｗ
）　

１
人

　

社
会
福
祉
士
免
許
が
あ
り
、

医
療
機
関
で
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
実
務
経
験

が
２
年
を
超
え
る
か
た

●
い
ず
れ
も

申
込
期
間　

１
月
20
日(

月)

～

31
日(

金)

※

土
曜
は
午
前
の
み
。
日
曜
を

除
く

試
験
日　

申
込
締
切
後
、
２
週

間
以
内
に
日
時
を
決
定
し
、
申

込
者
に
直
接
ご
連
絡

試
験
内
容　

個
人
面
接

採
用
時
期　

４
月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

　

自
衛
官
候
補
生

　　

自
衛
官
候
補
生
と
し
て
所
要

の
教
育
を
経
て
３
カ
月
後
に
２

等
陸
・
海
・
空
士
に
任
官
さ
れ

ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

対
象　

日
本
国
籍
が
あ
る
18
～

33
歳
未
満
の
か
た

申
込
期
間　

随
時

試
験
日　

申
込
受
付
時
に
お
知

ら
せ

登
録
・
問
合
せ
先　

自
衛
隊
大

阪
地
方
協
力
本
部
岸
和
田
地
域

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
２
６
・

０
９
０
２

割
・
３
割)

の
支
払
い
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

制
度
に
参
加
し
て
い
な
い
施

術
所
で
は
、
一
旦
窓
口
負
担
が

全
額(

10
割)

負
担
と
な
り
ま
す
。

そ
の
場
合
、
必
要
書
類
を
添
え

て
国
保
年
金
課
に
療
養
費
支
給

申
請
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
で
、

保
険
者
負
担
分(

７
割
・
８
割)

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

持
物　

国
民
健
康
保
険
証
・
世

帯
主
の
認
印(

朱
肉
使
用
す
る

も
の)

・
世
帯
主
名
義
の
口
座

の
わ
か
る
も
の
・
領
収
書(
全

額
支
払
っ
た
も
の)

・
施
術
所

か
ら
受
け
取
っ
た
支
給
申
請

書
・
そ
の
他
確
認
書
類(

施
術

状
況
に
よ
る)

申
請
・
問
合
せ
先　

国
保
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
３

広告


